
資料６ 市の管理する公共施設の受動喫煙防止対策実施状況調査結果 

 

■調査の概要 

１ 調査対象 

 (1) 市有施設および市管理施設    292施設 

２ 調査期間 

  平成２８年１２月１５日から平成２９年１月１７日まで（平成２８年１２月末時点の状況） 

３ 調査方法 

  施設管理者に受動喫煙防止対策について調査票による回答を依頼  

４ 回答数・回答率 
 

調査対象施設数 回答数 回答率 

292施設 292 100.0％  

５ 集計方法 

 調査対象施設を次の分類に基づき集計 
 
【具体的受動喫煙防止対策】 
（「市の管理する公共施設の受動喫煙防止対策に関する指針」より一部抜粋） 
 
敷地内全面禁煙  当該施設を構成する建物および敷地における喫煙を全面的に禁止している。  

 
建物内全面禁煙  建物の外に喫煙場所を設けている。喫煙場所の設置においては対象施設の出入

り口付近等から極力（直線で 20 メートル以上）離すなど、たばこの煙が建物

内や近隣施設等へ流れないように十分配慮している。 ※なお、出入り口付近

に喫煙所がある場合は、建物内喫煙と同様の状況と判断される。 

＜建物内全面禁煙例＞ 

 内容および基準  

①喫煙場所は建物内にたばこ煙が逆流しないように最低でも 20ｍ以上離している。 

②逆流防止のため軒先と出入り口を連続させていない。 

 

 

 

 

 

 

 

参考「平成２２年７月３０日付け厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室長事務連絡」  

「わが国の今後の喫煙対策と受動喫煙対策の方向性とその推進に関する研究」 

（平成２３年３月厚生労働省科学研究費補助） 
  
 
建物内喫煙可 建物内で喫煙可能である。（喫煙室含む） 

※建物内が禁煙で、喫煙室(所)がたとえ屋外であっても非喫煙者が通行す

る出入口付近であるなど、非喫煙者が煙にばく露するおそれのある場合は

建物内喫煙可に該当する。 
 

敷地内に喫煙場所を設置 

 

                      

                    
 

② 

喫煙場所（通路とならない場所） 

20ｍ以上 

① 
全館禁煙 
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■調査結果一部抜粋（「市の管理する公共施設の受動喫煙防止対策に関する指針」に基づき集計） 

１ 現在の受動喫煙防止対策について 

本市で策定している「市の管理する公共施設の受動喫煙防止対策に関する指針」では、「対象施設は、

原則建物内禁煙とし、現在敷地内禁煙としている施設は、引き続き敷地内禁煙とする。」を基本指針と

しています。今回の調査では、敷地内全面禁煙（165施設）と建物内全面禁煙（62施設）のあわせて227

施設で全体の77.7％を占めており、平成27年度と比べ、1.7ポイント増加し、若干の改善がみられまし

た。 

 

表１ 平成28年度受動喫煙防止対策実施状況 

実施状況 施設数 率 

敷地内全面禁煙  165 56.5% 

建物内全面禁煙 62 21.2% 

小計 227 77.7% 

建物内喫煙可※ 65 22.3% 

計 292 100.0% 

 

表２ 経年別受動喫煙防止対策実施状況 

状況 
H22 H25 H26 H27 H28 

前年比較 
（H28-H27） 

施設数 率 施設数 率 施設数 率 施設数 率 施設数 率 施設数 率 

敷地内 
全面禁煙 

147 51.6% 150 50.7% 154 51.0% 156 51.3% 165 56.5% 9 5.2 

建物内 
全面禁煙 

17 6.0% 53 17.9% 69 22.8% 75 24.7% 62 21.2% -13 -3.5 

小計 164 57.6% 203 68.6% 223 73.8% 231 76.0% 227 77.7% -4 1.7 

建物内 
喫煙可 

121 42.4% 93 31.4% 79 26.2% 73 24.0% 65 22.3% -8 -1.7 

合計 285 100.0% 296 100.0% 302 100.0% 304 100.0% 292 100.0%    
 

※建物内喫煙可は以下も含まれる。 

①建物内に喫煙室（所）がある場合 

②喫煙室（所）の設置場所が屋外であっても、

出入口付近等の場合 
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